
四日市市上下水道局管理規程第５号 

四日市市上下水道局処務規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

平成３１年４月１日 

四日市市上下水道事業管理者 山本 勝久 

 

四日市市上下水道局処務規程の一部を改正する規程 

四日市市上下水道局処務規程（昭和３３年水道局管理規程第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 改正前 

第７条 部課及び係の事務分掌は、次の

とおりとする。 

管理部 

総務課 

総務係 （略） 

管財係 

(1)から(4)まで （略） 

(5) 庁舎、水質管理室棟及び資

材倉庫棟の管理及び営繕に関

すること。 

契約係 

(1) （略） 

 

 

 

(2) 自動車の管理の総括に関す

ること。 

(3) 貯蔵品の受払いに関するこ

と。 

経営企画課から生活排水課まで （

略） 

第７条 部課及び係の事務分掌は、次の

とおりとする。 

管理部 

総務課 

総務係 （略） 

管財係 

(1)から(4)まで （略） 

 

 

 

契約係 

(1) （略） 

(2) 庁舎、水質管理室棟及び資

材倉庫棟の管理及び営繕に関

すること。 

(3) 自動車の管理の総括に関す

ること。 

(4) 貯蔵品の受払いに関するこ

と。 

経営企画課から生活排水課まで （

略） 



技術部 

施設課から水道建設課まで （略） 

水道維持課 

管理保全係 

(1)から(13)まで （略） 

 

維持補修係 

(1)から(7)まで （略） 

(8) 課の庶務に関すること。 

下水建設課 （略） 

技術部 

施設課から水道建設課まで （略） 

水道維持課 

管理保全係 

(1)から(13)まで （略） 

(14) 課の庶務に関すること。 

維持補修係 

(1)から(7)まで （略） 

 

下水建設課 （略） 

 

   附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

（上下水道局管理部総務課） 


